
ビジョン

ミッション

コアバリュー

経営理念

ミッション（使命）

わたしたちは、
地域と共に豊かな自然『水、緑、大地』を守り、
安全・安心で喜びあふれる『食と農』を追求し、
サステイナブル（持続可能）な社会の実現に
貢献します

◆地球環境の保全と地域社会に貢献します
◆農業イノベーションの先頭に立ちます
◆くらしと食の新たなステージをつくります
◆選ばれ続けるＪＡを目指します

ビジョン（目指す姿）

コアバリュー（中核的価値観）

◆協同　地域と共に歩む助け合いの組織であること
◆人財　組合員・職員こそ財産であること
◆挑戦　変化をおそれず考動し進化し続けること
◆傾聴　ホスピタリティ精神で互いに尊重し高めあうこと

富士伊豆からつなぐ
～ 大 地 と地 域 と農 業 のみらい～

◇総代会制度

当JAの総代

　当ＪＡは、農業者により組織された協同組合であり、組合員の「相互扶助」
の精神を基本理念に、組合員一人ひとりの意見に基づいて運営される協同
組織です。正組合員により構成される総会は、ＪＡの最高の意思決定機関で、
正組合員は出資口数に関係なく、１人１票の議決権を持ち、総会を通じて
当ＪＡの経営に参加することとなります。
　しかし、当ＪＡでは正組合員数が非常に多く、総会を開くことが事実上困
難であります。そこで、正組合員の総意を適正に反映し、充実した審議を
行うため総会に代えて総代会制度を採用しています。
　この総代会は、正組合員一人ひとりの意見が当ＪＡの経営に反映されるよ
う、正組合員の中から選挙された総代により構成され、定款・諸規程の変
更・設定・廃止の決定、単年度事業計画や中期計画、理事・監事の選任等
の重要事項を決議します。

◇当JAの機関の内容
　当ＪＡは、「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理事
により構成される「理事会」が業務執行を行っています。また、総代会で
選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っていま
す。
　組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、
青年担い手や女性などからも理事の登用を行っています。これは、改正農
協法の理事構成要件にも適合しているものです。また、信用事業について
は専任担当の理事を置くとともに、監事には農業協同組合法第30条に規定
する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。

◇運営委員会制度
　当ＪＡでは地区の組合員と密接な連絡協調を図りながら、意思の反映を高
めていくため、総代会とは別に、管内82地区それぞれに組合員や、組合員
が構成員となっている部農会等の組織、またはＪＡ関係団体より推薦された
者等で構成する「支店運営委員会」を設置しています。
　「支店運営委員会」での意見は、支店運営委員会の代表者で構成する「地
区本部運営委員会」、さらには「地区本部運営委員会代表者会議」を通じて、
意見・要望をうかがうなど、組合員・地域の皆さまとのコミュニケーショ
ンを大切にし、経営改善に取り組んでいます。

総代の任期は３年です。
総代の定数は802人で、管内（沼津市、熱海市、三島市、
富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、
伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、
松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町）
８地区を選挙区として総代数を定めています。

・
・

総代は、正組合員の代表として当ＪＡの経営に関する重
要な事項を決定する役割を担っています。
そこで、総代の選出は、定款附属書・総代選挙規程に
基づき、それぞれの選挙区ごとに正組合員が投票する
選挙により行っています。

⑴ 任期・定数

⑵ 選出方法

3


